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みなべ町

　みなべ町では、家庭はもとより地域全体で子育てを支援し、子どもたちが心
身共に健やかに成長できるまちづくりをめざしています。
　みなべ町で子育てをされる皆さんが、子育てを支援する制度や施設、相談窓
口を気軽に活用していただけるようこのガイドブックを作成しました。皆さん
ご活用ください。

子育て子育て
ガイドブックガイドブック

みみなべ町なべ町



2 3

みなべ町の妊娠期～子育て期の主な支援サービス

妊娠期
医療機関受診 出生届（住民福祉課）

出産後 子育て期

母子健康手帳交付
母子健康手帳・妊婦健康診査受診票の 

発行、妊婦相談

出産育児一時金
国保の方は住民福祉課、 

会社などの健康保険組合の方は 
勤務先で申請

妊婦健康診査費用の助成
（医療機関受診）

妊婦訪問

マタニティ＆ベビーサロン
マタニティ・ママたちの交流の場です。

※日程は広報をご覧ください。

妊婦電話相談
妊娠34週以降に保健師・ 

助産師から電話させていただきます。

出産応援ギフト
母子健康手帳交付時にご案内します。

子ども医療費助成／児童手当（子育て推進課で申請）

健康保険の加入
国保の方は住民福祉課、 

会社などの健康保険組合の方は勤務先で確認

新生児連絡票の記入
子育て推進課でご記入いただきます。

出産育児応援金
子育て推進課で申請できます。

こんにちは赤ちゃん電話（助産師）
生後2週間頃助産師が電話させていただきます。

赤ちゃん訪問（保健師・助産師）
生後1～2か月頃に電話し、お約束させていただきます。

赤ちゃん訪問（母子保健推進員）
生後1～2か月頃に電話し、お約束させていただきます。

1歳児訪問（母子保健推進員）
お誕生月に訪問させていただきます。

子育て応援ギフト
赤ちゃん訪問（保健師・助産師）時に

申請書をお渡しします。

産後ケア事業
子育て推進課で申請できます。

アクセス支援　　　健診や出産にかかる交通費や宿泊費を助成します。

保健師・助産師による電話・来所での相談　　　（子育て推進課 ～Tetote～　電話0739-33-7550）

地域子育て支援センター（こひつじランド）妊娠期、子育て期のお母さんお子さんの　　　集いの場です。相談もできます。（みなべ町地域子育て支援センター　電話0739-74-2711）

予防接種（医療機関・生後2か月から受けられる予防接種があります）
生後2か月までに予診票をお送りします。

4か月児健診

すこやか相談
心理士による発達の相談です。 
（みなべ町保健福祉センター）

離乳食教室
6～7か月

10か月児健診

1歳6か月児健診

2歳6か月児健診

3歳6か月児健診
自由に遊びに来てください♪
あいあいルーム（はぁと館）

プレイパーティールーム 
（保健福祉センター）

子育て交流施設 
（ゆめはぐ館）

5歳児相談（認定こども園、保育園）

おひさま広場（開放保育）※日程は広報をご覧ください。

認定こども園、保育所の申込は子育て推進課

おおきくなったかな？（マタニティ＆ベビーサロンと同日開催）
月1回9：30～11：00 　※日程は広報をご覧ください。

（身体測定、保健師・保育士に相談もできます）
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１．赤ちゃんがほしい 2．妊娠が分かったら

① ひとりで悩んでいませんか？（不妊に関する相談窓口）
不妊で悩んでいる方々に不妊治療情報提供などの悩み・相談等を行っています。
● 専門医師による面接相談 
　 事前に予約が必要です。お電話でお申し込みください。
● 保健師等による電話相談　　月～金　9：00～17：00 
　 ＊担当不在の時は折り返し連絡します。

● 保健師等によるメール相談　　e0412004@pref.wakayama.lg.jp

お問い合わせ先・ 
相談先

田辺保健所（西牟婁総合庁舎内）　 
☎22-1200

● こうのとりサポートホームページ 
　 和歌山県の不妊に関する情報提供及び交流・情報交換のためのページです。

HP  http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/041200/h_boshi/
konotori/support.html

② 助成金の活用ついて
一般不妊治療費助成
 一般不妊治療（体外受精及び顕微授精以外の不妊治療並びに、不育症に対する検査及び
治療）に要した費用を1年度につき5万円を上限として、連続する2年間の補助となります。

お問い合わせ先 子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550　FAX 74-8013

① 妊娠届出書の提出と母子健康手帳の受付
妊娠がわかったら早めに産婦人科を受診し、医師から指示が出たら妊娠届を提出しましょう。 
みなべ町に住民票のある方はみなべ町保健福祉センター内 子育て推進課で母子健康手帳・
妊婦健康診査受診票を交付します。  
母子健康手帳は妊娠初期からお子さんが大人になるまでの、母と子の一貫した健康管理
記録になります。
＊ みなべ町から里帰り等で県外の病院を受診の場合は、子育て推進課に連絡ください。

お問い合わせ先  子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550　FAX 74-8013

みなべ町母子手帳アプリ
『BLOOM～ブルーム～』をダウンロード

『BLOOM～ブルーム～』は、みなべ町が提供する、
安心してお使い頂ける子育てアプリです。
これからの子育てに役立つ機能が沢山あります！
是非、紙の母子手帳と合わせてお使いください。

『BLOOM～ブルーム～』はこんな子育てのお悩みを解決するアプリです！

https://mchhjpwww.page. l ink/HKwE

アプリストアからダウンロードして、カンタン登録！

お腹の赤ちゃんの成長や、
一生に一度のイベントを
大切に記録したい。

これから必要になる
届出や手続きの情報を逃さず
知れたらいいのに…

子どもが遊べる施設って
どこにあるの？子育てイベントって

いつやってるの？

予防接種って種類が多くて複雑！
もっと簡単にスケジュールを
立てられたらいいのに…

妊娠から出産、子育てまでをフルサポート

利用料金
無料！

or
ー母子モ（ボシモ）で検索！ー

検索母子モ
こちらを
読取り
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３．赤ちゃんが生まれたら
② 妊婦健康診査と助成制度について
妊婦の健康状態や赤ちゃんの成長を確認するため、定期的な健康診査が必要です。健康
診査には血液・尿・超音波などの検査があります。妊婦健康診査には助成制度があり、
妊娠届を提出後に妊婦健康診査受診票を交付します。  
医療機関を受診時に妊婦健康診査受診票を持参していただくと、助成を受けることがで
きます。

転入の方
 前住所の妊婦健康診査受診票は使用できなくなりますので、
子育て推進課 ～T

て と て

etote～で手続きを行ってください。

③ 妊婦電話相談・妊婦訪問について

妊婦電話相談・妊婦訪問
すべての妊婦の方に、妊娠後期（34週以降）に、助産師による電話相談を行い、妊娠後
期のトラブルや出産に向けてのアドバイスを行います。その際、ご都合をお伺いして、
後日家庭訪問を行っています。

お問い合わせ先  子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550　FAX 74-8013

④ マタニティ& ベビーサロン
マタニティの方同士のおしゃべりの場で、楽しく子育てが出来るような仲間づくりを応
援します。小さなベビーのママも参加できます。

　回数　　　　 毎月1回  

　保健師、助産師、保育士がアドバイザーとして参加します。 
＊広報でご確認ください。

お問い合わせ先 子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550 　FAX  74-8013
こひつじランド　☎74-2711

① 各種の手続きや助成制度について
出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生地か父母の本籍地、父母
の現住所の市町村役場に出生届を提出してください。
＊ みなべ町へ届出する場合、平日は住民福祉課、高城支所、清川支所で受付ができますが、児

童手当、新生児連絡票の記入、出産育児応援金、産後ケア事業などの手続きは、子育て推進
課（保健センター内）で行ってください。  
平日の時間外と休日はみなべ町役場の宿直・日直で届出ができますが、後日開庁時間内に子
ども医療、国民健康保険などの手続きを住民福祉課（みなべ町役場）と、子育て推進課で行っ
てください。

届出に
必要な物

①出生届出書 
②母子健康手帳

＊みなべ町に住民票がある方は下記も必要です。 
 ①保護者の健康保険証  
 ②各種手当用振込先口座番号

届出人 父または母

その他 
必要な手続

● 児童手当の申請（子育て推進課） 
● 子ども医療の申請（住民福祉課） 
● 新生児連絡票に記入（子育て推進課）

日本人と外国人との間の出生届
届出に 

必要な物
①出生届出書
②母子健康手帳

届出期限

出生日を含めて14日以内  
国外で出生があった場合は出生日を含めて3か月以内
＊ その他の手続は日本人同士と同じですが、詳しくはお問い合わせくだ

さい。

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　　☎72-2161　FAX 72-2191
子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013

健康保険の加入
赤ちゃんが生まれたら健康保険は忘れず加入しましょう。

国民健康保険の場合 住民福祉課

会社などの健康保険組合の場合 勤務先で確認してください
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子ども医療
保護者の所得に関係なく、みなべ町内に住所を有する0歳～18歳到達後の3月末までの
子どもに対して、通院、入院及び訪問看護療養費等に係る医療保険診療の自己負担分を
助成しています。忘れずに申請しましょう。

出産育児一時金
出産した方の加入している健康保険から支給されます。
＊ 退職後6か月以内の出産の場合は退職前に加入していた健康保険から支給を受けることがで

きます。  
また、死産等の場合も妊娠12週（85日）以上であれば支給を受けられます。  
原則として健康保険から医療機関へ直接支払いがされます。

＊ 直接支払制度を利用して出産額が支給額未満の場合や、従来通り出産費用を支払われた場合は、
ご加入の健康保険へ請求してください。

支給額
出産児1人につき  50万円
産科医療保障制度に加入されていない医療機関等での出産や妊娠12週以上 
22週未満の出産の場合 48万8千円

申請先 ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。 
みなべ町国民健康保険の場合は  みなべ町役場住民福祉課

産前産後期間の国民年金保険料免除
国民年金第1号被保険者が出産したときに、届出を行うことで出産前後の一定期間にお
いて国民年金保険料が免除される制度です。産前産後免除期間は、保険料を納めたもの
として取扱われます。届出は、出産予定日の6か月前から行えます。
※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産をいいます。（死産、流産、早産された方も含みます）

免除期間 ● 単胎の場合、出産（予定）日が属する月の前月から4か月間
● 多胎の場合、出産（予定）日が属する月の3か月前から6か月間

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191
田辺年金事務所　　　　　  ☎24-0432

児童手当
支給対象 みなべ町に住所がある方で、中学校卒業までの児童を養育している方に

支給されます。公務員の方は勤務先で申請してください。
＊ 令和6年10月以降、高校卒業までの児童を養育している方に支給されます。

必要な物 請求者の貯金通帳・健康保険証・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの等

支給時期 原則として、6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

＊ 令和6年10月以降、各偶数月に支給します。

みなべ町出産育児応援金
お子さんの誕生を祝福し健やかな成長を願い、子育て家庭の経済的負担を軽減すること
を目的として出産育児応援金を給付します。

給付
対象者

●  令和3年4月1日以降に出生した子（以下「対象児」という。）を養育する者。
●  母親が出産日の3か月前の時点で町の住民基本台帳に記録があり、申

請日まで引き続き記録を有している者。
●  対象児が町の住民基本台帳に記録され、現にみなべ町に居住し、出

産後も対象児と養育者が引き続きみなべ町内に住所を有し居住をし
ようとする方。

● 養育者が町税及び使用料に滞納がないこと。
支給額 対象児1人につき10万円

養育医療給付
未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれた乳児（未熟児）で、指定医療機関の医師が、入院治療を
必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の助成があります。

お問い合わせ先
みなべ町役場  子育て推進課
〒645-0021　みなべ町東本庄100番地
☎33-7550　FAX 74-8013

② 産後・子育てサポートについて
こんにちは赤ちゃん電話
すべてのママを対象に、生後2週間ごろ、助産師が電話し、赤ちゃんや、ママの体調な
どをお伺いします。家庭訪問も対応可能です。

お問い合わせ先  子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550　FAX 74-8013

赤ちゃん訪問（母子保健推進員）
地域のベテランママが町とのパイプ役として、ご家庭に伺います。育児に関するアドバ
イスもできますのでお気軽にお声かけください。
訪問時期： ①生後4か月まで ②1歳のお誕生月 
 ③2歳6か月児健診前 ④3歳6か月児健診前

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013

赤ちゃん訪問（助産師・保健師）
生後2か月頃に助産師や保健師がすべての赤ちゃん（ママ）を対象に家庭訪問します。

お問い合わせ先 子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550　FAX 74-8013
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チャイルドシート・ベビーバスの貸し出し
みなべ町社会福祉協議会では、チャイルドシート・ベビーバスの貸し出しを行っています。 
1か月200円で最長1年間、ベビーバスは無料で2か月間利用できます。

お問い合わせ先 みなべ町社会福祉協議会　☎72-5611　FAX 72-5610

ブックスタート
10か月児健診の時に、図書館司書による絵本の読み聞かせをしています。 
そのときに読んだ絵本のうち、お子さんが気に入った絵本を1冊プレゼントしています。
おうちでもぜひ読んであげてください。

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013

③ 子育て悩み相談について

子育て推進課 〜T
て と て

etote〜
妊娠中から子育て期の相談窓口です。 
妊娠の事・育児の事・家庭の事なんでもお気軽に
相談してください。
＊助産師は火曜日・金曜日の午前中にいます。

みなべ町産後ケア事業
指定の助産所や医療機関での宿泊や日帰り、又は助産師の家庭訪問により、産後の体調
管理や育児サポート（授乳・沐浴・育児相談など）を受けることができます。

お問い合わせ先  子育て推進課 ～T
て と て

etote～　☎33-7550　FAX 74-8013

育児教室（おおきくなったかな？）
毎月1回「おおきくなったかな？」と題し、育児教室を行っています。保健師、助産師、
看護師、保育士などのスタッフが、身体計測、育児相談を行っています。  
遊び場もありますので、子どもを遊ばせながらママ同士の交流の場となっています。
＊広報でご確認ください。マタニティ＆ベビーサロンと同日開催です。

お問い合わせ先 子育て推進課　　☎33-7550　FAX 74-8013 
こひつじランド　☎74-2711

離乳食教室
対象児 6～7か月児（対象児には連絡いたします。）

内 容 離乳食のお話等を行っています。 
＊育児相談や栄養士さんからのお話もあります。

すこやか相談
心理士による育児・発達相談です。

相談内容 ことばがなかなか出ない・おちつきがない等の相談ができます。

回 数 年間約12回

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013

④ 健康診査・予防接種について
乳幼児健診
乳幼児の心と体の発達など、大切な時期の健康診査ですので必ず受けましょう。 
健康のことや育児のことについてなどお気軽にご相談いただけます。
対象者には個別で通知します。

4か月児健診 身体計測、健診、栄養相談、育児・発達相談、
子育て応援一時預かり無料チケット配布

10か月児健診 身体計測、健診、栄養相談、育児・発達相談、ブックスタート
1歳6か月児健診 身体計測、健診、栄養相談、育児・発達相談、歯科検診
2歳6か月児健診 身体計測、健診、栄養相談、育児・発達相談、歯科検診、フッ化物塗布
3歳6か月児健診 身体計測、健診、栄養相談、育児・発達相談、歯科検診、フッ化物塗布、視覚検査

＊3歳・4歳の頃にフッ化物塗布のご案内をします。
5歳児相談　 ご家庭と所属の機関に対し、お子様に関する発達のアンケート調査を行います。

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013

予防接種
子どもは、病気にかかりやすいものです。予防接種で予防できる病気もあります。予防
接種に対する正しい理解のもとで予防接種をしましょう。対象者には個別に通知します。

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013
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４．子育て応援施設について

子育て中のお母さんのための様々な場所や施設があります。必要に応じて使用してください。

① 遊びの広場（親子で集まれる場所）
乳幼児・未就園児・園児のための遊びの広場です。自由に遊びに来てください。

プレイパーティールーム

場 所 保健福祉センター内　2階
（みなべ町東本庄100）

時 間 9：00～16：00
行事等によって使用できない場合があります。

対 象 おおむね就学前まで

子育て交流施設 ゆめはぐ館
場 所 みなべ町芝503

時 間 10：00～18：00（月曜日休館）
＊ 町民に限らずどなたでもご利用できます。

お問い合わせ先 子育て交流施設 ゆめはぐ館　☎0739-72-2358

あいあいルーム
場 所 はあと館内　1階（みなべ町芝447-13）

時 間 （平日）月～金曜日　9：00～16：00　　

対 象 おおむね就学前まで
＊ シルバー人材センターと併設しています。 

町民に限らずどなたでもご利用できます。 
人生経験の豊かなシルバーさんとのお話しも魅力です。

小目津公園
場 所 みなべ町山内355

＊ 町民に限らずどなたでもご利用できます。 
隣接する浜辺では貝殻拾いなども楽しめます。

園庭開放
親子で自由に遊ぶことができるように、こども園・保育所の園庭を開放しています。

場 所

上南部こども園 多目的グラウンド
　　　　　　　毎月第一日曜日　　8：30～11：30（雨天中止）
高城こども園　日曜・祝日　　　　8：30～17：00
清川保育所　　土曜・日曜・祝日　8：30～17：00

② 上南部こども園ほっこりルーム（子育てと遊びの場）
こども園の利用の有無にかかわらず、子育て中の皆様が楽しく子育てが行えるよう園の
保育士らが子育てをサポートします。体験入園や一時保育、園開放など園を利用しての
つどいの場です。

場 所 上南部こども園

時 間 （平日）月～金曜日　10：00～11：00（ほっこりルーム、園庭）

お問い合わせ先 上南部こども園　☎74-3022

③ こひつじランド（みなべ町地域子育て支援センター）
みなべ町内で子育て中のお母さんとお子さんのつどいの場です。（パパやばあば、じいじ
と一緒でもOKです）  
マタニティから就園前のお子さんとお母さんが楽しい時間を過ごしていけるよう、月齢
に応じた遊びやおもちゃを用意しています。

場 所 生涯学習センター内・保健福祉センター内

時間・活動 月ごとに日時等変動します。また、活動内容で場所の変更もあります。 
月の予定を確認してください。

＊ 活動内容は毎月広報と共に月の予定をお配りしています。どうぞ遊びにきてみてくださいね。

お問い合わせ先 こひつじランド　　　　☎74-2711 
みなべ愛之園こども園　☎72-2371

④ 一時預かり“ちょっと子どもを預けたい”
上南部こども園一時預かり
町内に住民票を有する方で、お子さんをちょっと預かってもらいたい場合にご利用でき
ます。

実施場所 上南部こども園

利用時間 月～金曜日（保育園休みの日と園の行事等は除く）　8：30～16：30

対 象 生後 6か月～就学前の幼児

金 額 1日 6か月～2歳児　 2,800円　　　半日は半額 
　　3歳児～就学前　1,800円　　　　　〃

人 数 1日 2名まで

利用法 事前に上南部こども園に申込・面談が必要です。

お問い合わせ先 上南部こども園　☎74-3022
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みなべ愛之園こども園一時預かり
実施場所 みなべ愛之園こども園

利用時間 月～金曜日（保育園休みの日と園の行事等は除く）　8：30～16：30

対 象 生後 6か月～就学前の幼児

金 額 1日 6か月～2歳児　 2,800円　　　半日は半額 
　　3歳児～就学前　1,800円　　　　　〃

人 数 1日 2名まで

利用法 事前にみなべ愛之園こども園に申込・面談が必要です。

お問い合わせ先 みなべ愛之園こども園　☎72-2371

高城こども園一時預かり
実施場所 高城こども園

利用時間 月～金曜日（保育園休みの日と園の行事等は除く）　8：30～16：30

対 象 生後 6か月～就学前の幼児

金 額 1日 6か月～2歳児　 2,800円　　　半日は半額 
　　3歳児～就学前　1,800円　　　　　〃

人 数 1日 2名まで

利用法 事前に高城こども園に申込・面談が必要です。

お問い合わせ先 高城こども園　☎75-2044

⑤ ファミリー・サポート・センター
きっずぱーく
ファミリー・サポート・センターは、子育てをサポートしてほしい人（ファミリー会員）
の要望に応じて、お手伝いのできる人（サポート会員）を紹介し、一時的にお子さんを預
かる子育て支援システムです。保育所とご自宅間の送り迎えや、学校行事等に参加する
間の預かりなど、様々な事由でご利用いただけます。

場 所 田辺市栄町28

対 象 0歳～12歳

利用方法 事前に会員登録が必要です。 マッチング料 1回500円

通常サポート支援料 基本時間帯（8：00～20：00）　1時間700円

病児 · 病後サポート支援料 基本時間帯（8：00～20：00）　1時間900円
＊詳しいことに関しましてはきっずぱーくにお問い合わせください。

お問い合わせ先
NPO法人南紀こどもステーション（9：00～17：15　月～金） 
田辺市ファミリー・サポートセンター「きっずぱーく」 
☎26-5486　FAX 26-5487

⑥ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）
特別な事由で一時的に子どもの養育が困難になった家庭の児童を一時的にお預かりします。 
（所得により費用徴収があります）

ひまわり寮
場 所 田辺市城山台5-1

対 象 3歳～18歳

和歌山乳児院
場 所 岩出市中迫667-1

対 象 0歳～3歳

県立白浜なぎさホーム
場 所 白浜町3148-38

対 象 母親とその子ども（18歳未満）

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013
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⑦ 病児・病後児保育 
にじ色ひろば（赤ちゃんとこどものクリニック「Be」）
熱がある、体調が悪い、元気だけれど伝染病になった。そんな時、仕事が休めないなど
でお子さんを家族が見られない場合に、町が委託している医療機関が併設している保育
施設でお子さんをお預かりし、専任の保育士と看護師が保育を提供します。

場 所 田辺市たきない町32-6

対 象
1.ご両親がお仕事をされている家庭のお子さん  
2.生後6か月～小学6年生のお子さん 
※保育所を利用していない場合は就労証明書が必要です。

利用方法 事前の登録、当日朝の受診が必要です。

保育時間 月～金 午前8：30～午後6：00  
土曜日 午前8：30～午後12：00

利用料 1日 1,000円　半日 500円
※別途実費が必要となる場合があります。

受 付 予約制　電話・WEBにて受付
＊ 両親が仕事をしていない場合でも、空きがあれば利用することができます。（利用料が変わり

ます。詳しくはにじ色ひろばまで）

・病児保育お迎えサービス
登園（登校）後にお子さんが急に発熱した場合などに、保護者からの依頼により看護師ま
たは保育士がタクシーで保育所（学校）まで病気のお子さんを迎えに行くサービスです。

対 象 にじ色ひろばへの登録のお子さん

送迎費用 タクシー利用料の4分の1（上限1,000円）

お問い合わせ先 赤ちゃんとこどものクリニック「Be」 
にじ色ひろば　専用電話番号　☎080-5760-7819

5．特別な支援が必要な子どものために

① 手帳
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じ各種助成や福祉サービスを利用できる
ようになります。

身体障害者手帳
病気やけがのため、視覚・音声言語機能・肢体・心臓機能・肝臓機能・呼吸器機能等に
永続する障がいがある場合に交付されます。

療育手帳
児童相談所等で、知的障がいがあると判定された場合に交付されます。

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191

精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのために、長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた
場合に交付されます。

お問い合わせ先 みなべ町役場  健康長寿課　☎74-3337　FAX 74-8013

② 手当てや医療費助成など
障害児福祉手当
20歳未満で身体障害者手帳1級及び2級の一部、療育手帳A1それらと同等程度の精神
障がい等のある場合に支給されます。（所得制限があります）

支給額 月額15,690円（令和6年度）

特別児童扶養手当
20歳未満で身体や知的又は精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父も
しくは母、または養育者に支給されます。（所得制限があります）

支給額 1級　月額55,350円（令和6年度）
2級　月額36,860円（令和6年度）

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課 
☎72-2161　FAX 72-2191
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みなべ町心身障害児等在宅扶養手当
20歳未満で在宅しており、身体障害者手帳1～4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福
祉手帳1～3級のいずれかを持っている児童を扶養している父か母、または父母に代わっ
てその児童を養育している方に支給されます。

支給額 手当　月額5,000円

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191

補装具及び日常生活用具の交付・修理 
身体障害者手帳をお持ちの方で必要と認められた場合に、補装具及び日常生活用具の購
入費または修理費が支給されます。原則として、個人負担は1割です。購入・修理を受
ける前に申請が必要です。

対象例 義肢・車椅子・補聴器・歩行器・紙おむつ・ストーマなど

また、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中度難聴児への補聴器購入費の一部を助
成する事業も実施しています。（難聴児補聴器購入費助成事業）

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191

自立支援医療（育成医療・精神通院）
「身体の障がいを軽減するための治療を受ける場合」や「こころの病またはてんかんのあ
る方が通院して治療を受ける場合」に必要な医療費の一部助成を受けられます。  
原則として、医療費の1割が自己負担です。（ただし、所得により自己負担の上限があ
ります。）
＊ 精神通院の場合、自己負担分はみなべ町が負担しています。

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161（育成医療）
　　　　　　  健康長寿課　☎74-3337（精神通院）

重度心身障害児（者）医療
みなべ町に住所を有し、心身に一定以上の障がいを持っている方に対して保険診療の自
己負担分を助成します。（所得制限があります）

対象者

● 身体障害者手帳1級・2級 
● 身体障害者手帳3級（市町村民税非課税世帯のみ） 
● 療育手帳A・B 
● 精神障害者保健福祉手帳1級・2級・3級 
● 障害基礎年金1級・2級　　 
● 特別児童扶養手当1級

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191

③ 福祉サービス
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等
居宅介護（ホームヘルプ）、短期入所（ショートステイ）、移動支援、日中一時支援などが
あります。

児童福祉法に基づく障害児通所支援
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などがあります。

児童福祉法に基づく障害児入所支援
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設があります。
＊ 福祉サービスはいずれも身体、知的、精神に障がいのある児童とし、手帳の有無に関わらず

児童相談所、医師等により養育の必要性が認められた児童が対象となります。

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191

④ 主なサービス提供施設・相談窓口
サービス提供施設

はぐみ（社会福祉法人ふたば福祉会）
住　所 みなべ町東吉田11番地　☎34-2301　FAX 34-2305

対象サービス 放課後等デイサービス
＊他に必要に応じて田辺・西牟婁圏域他にも、様々な支援施設があります。

相談窓口

西牟婁圏域障害児・者相談センター　にじのわ

住 所 田辺市高雄一丁目23-1　田辺市民総合センター1F
☎26-4923　FAX 26-4934

紀南児童相談所

住 所 田辺市新庄町3353-9　　　
☎22-1588　FAX 22-1917

＊他に必要に応じて様々な福祉支援があります。

和歌山県 DV 相談支援センター
和歌山県障害児者サポートセンター

住 所 和歌山市毛見1437-218　
☎073-445-7314　FAX 073-446-0036

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　 
☎72-2161　FAX 72-2191
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ひとり親家庭等の経済的自立や子どもの福祉増進、生活支援のためのいろいろな制度があります。

① 手当てや医療費助成について
ひとり親家庭医療
みなべ町内に住所を有し、ひとり親家庭とそれに準ずる家庭の親と児童に対して、保険診
療の自己負担分を助成します。（所得制限があります）
＊ 児童とは18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

お問い合わせ先 みなべ町役場  住民福祉課　☎72-2161　FAX 72-2191

児童扶養手当
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童又は、20歳未満で一定の障害の状態にあ
る児童を監護している、配偶者のいない方（父子家庭・母子家庭）または配偶者に一定の障害
がある方、もしくは父、母に代わって児童を養育している方に支給されます。所得制限があり、
所得に応じて支給額が異なります。

支給時期 申請のあった月の翌月分から手当が発生し、毎奇数月（1月・3月・5月・7月・
9月・11月）にその前月までの分を支給します。

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013
西牟婁振興局　☎26-7932

母子父子寡婦福祉資金
経済的自立や子どもの就学などで資金が必要となったときには、資金の貸し付けが受け
られます。貸し付けには要件がありますので、事前にお問い合わせください。

種 類
事業開始資金・事業継続資金・修学資金・技能習得資金・修業資金・就職支度
金・医療介護資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金・生活資金（知
識技能を習得している間または医療・介護を受けている間、母子父子家庭世帯
となって7年未満の世帯の生活の安定期間、失業中の生活の安定期間）

お問い合わせ先  子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013
西牟婁振興局　☎26-7932

② 生活支援について
ひとり親家庭訪問支援事業
ひとり親世帯が抱える様々な問題に、どのように取り組んでいくか、家庭毎の支援プラン（支
援プログラム）をつくるサービスです。具体的には、児童扶養手当を受けられている家庭に
支援員が訪問し、今抱えている悩みや心配事をお伺いしたうえで、アドバイスや利用できる
公的なサービスを紹介します。また、利用者はお仕事や求職活動の際、養育サービス利用料
の補助を受けることができます。

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013
和歌山県母子寡婦福祉連合会　☎073-452-2711

6．ひとり親家庭のために

保育所
保育所は、保護者が仕事をしている、病気や看護をしているなどの理由により家庭で保
育できない場合に就学前（生後6か月以上）のお子様を保育する施設です。

保育所名 住所 電話番号 認可定員 対象児童

（休所中）清川保育所 みなべ町清川2229番地 76-2251 19名 0歳児から

認定こども園
認定こども園は保育所と幼稚園の両方の機能を持つ施設です。

保育所名 住所 電話番号 認可定員 対象児童

上南部こども園 みなべ町西本庄1065番地 74-3022 150名 0歳児から

高城こども園 みなべ町広野9番地 75-2044 60名 0歳児から

みなべ愛之園 
こども園 みなべ町南道141-1 72-2371 145名 0歳児から

●  認定こども園（教育課程）をご利用のお子様には、教育時間外の預かり保育があります。
（有料）

預かり保育 ● 上南部こども園、高城こども園　8：00～8：30、14：00～16：30
● みなべ愛之園こども園　7：30～8：30、14：00～17：30

●  家庭の第2子以降の児童が各施設を利用する場合において保育料などの助成制度があ
ります。

入所の申込や保育料などについて詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先 子育て推進課　☎33-7550　FAX 74-8013

7．保育所とこども園について

みなべ愛之園こども園高城こども園上南部こども園
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① 町内の小・中学校
町立小学校入学について
入学する年の1月末までに入学期日及び学校指定通知書を送付します。なお、入学予定
時の住所により学校を指定しますが、一定の要件を満たす場合は指定学校への変更を認
めています。詳しくは教育委員会教育学習課までお問い合わせください。

入学までの流れ
就学時検診 小学校に入学する子どもを対象に入学前の健康診断を行います。

入学通知書 入学する年の1月～2月までに入学期間及び学校指定通知を送付
します。

入学説明会 各学校において入学予定者の保護者に説明会を行います。
入学 別途ご案内します。

就学支援制度ついて
経済的理由によって就学困難なお子さん及びお子さんの保護者に対して、学用品及び学
校給食等の援助制度があります。希望されるご家庭は、教育委員会教育学習課までご相
談ください。

お問い合わせ先 みなべ町教育委員会　教育学習課　 
☎74-2191　FAX 74-2418

学校一覧

学　校　名 所　在　地 電　話

小学校

南部小学校 みなべ町北道289 72-2139

岩代小学校 みなべ町西岩代2162 72-2242

上南部小学校 みなべ町谷口549 74-2004

高城小学校 みなべ町土井431 75-2214

清川小学校 みなべ町清川2340 76-2002

中学校

南部中学校 みなべ町芝510 72-2144

上南部中学校 みなべ町東本庄91 74-2044

高城中学校 みなべ町滝81 75-2224

8．学校について
② 学校の放課後保育について
学童保育
小学校に就学しているお子さんで、保護者の方がお仕事などで、昼間（学校放課後）自宅
でお子さんを保育できない場合には学童保育所を利用できます。

対象児童 小学校に就学している児童

南部学童保育所
場 所 みなべ町北道289番地（南部小学校敷地内）

定 員 各50名（合計150名）
南部第一学童保育所　☎72-4848　　　南部第二学童保育所　☎72-2241 
南部第三学童保育所　☎72-2261
上南部学童保育所

場 所 第一学童　みなべ町谷口301番地4（生涯学習センター敷地内） 
第二学童　みなべ町谷口549番地（上南部小学校敷地内）

定 員 各50名（合計100名）
上南部第一学童保育所　☎74-3133　　上南部第二学童保育所　☎74-3113

開所時間
　 平　日 :放課後～午後6時 
　 土曜日、学校の臨時休業日及び長期休業日 :午前8時～午後6時

保育料

月　額　最高6,000円（所得によって段階有り）　※スポーツ保険料、おやつ代別　

お問い合わせ先 生涯学習センター みなべ町教育委員会  教育学習課   
☎74-3134　FAX 74-3621

放課後ふれあいルーム（岩代・高城・清川）
岩代小学校・高城小学校・清川小学校に通学されているお子さんを対象に、放課後の居
場所（遊びや体験）として、地域のみなさんと「ふれあいルーム」を開設しています。

開所日・開所時間

開 所 日
学校の給食のある日の放課後（土・日・祝日は実施なし） 
長期休暇中は、開所日を指定し、短時間で実施することがあります。 

（土・日・祝日は実施なし）
開所時間 授業終了後　15時から18時まで

（学校が通常より早く終了する場合は、開設時間を早めることがあります）
※事前申込、スポーツ保険料が必要となります。

お問い合わせ先 生涯学習センター みなべ町教育委員会  教育学習課 
☎74-3134　FAX 74-3621
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子どもへの虐待のタイプとして

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、
戸外に締め出すなど

性的虐待 子どもにわいせつな行為をする・させる・見せるなど

ネグレクト 家や自動車の中に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、
適切な医療をうけさせないなど

心理的虐待 言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で
家族に対して暴力をふるう（DV）など

もしや虐待では ･･･？という疑いを持った時は
児童虐待は家庭内で起こるため、見つけることは大変困難です。しかし虐待を受けてい
る子どもは、なんらかのSOSのサインを出していることがあります。こうしたサイン
に気づいたら、以下の相談先に相談（通報）してください。また、自分は「しつけ」と思っ
ていても、虐待をしているのではとお悩みの方はご相談ください。

あなたの早目の行動が、子どもと保護者をすくいます。
出産や子育てにお悩みがありましたら、

お気軽にお電話ください。

通報・相談先

児童相談所全国共通ダイヤル　☎189
紀南児童相談所　　　　　　　☎22-1588
子育て推進課　　　　　　　　☎33-7550　FAX 74-8013
地域の民生児童委員

9．児童虐待防止について

① みなべ町内の機関
医療機関名 住　所 電　話（0739）

みなべ眼科クリニック みなべ町埴田1574-19 33-2362
森上医院 みなべ町北道182 72-2021
本多内科 みなべ町芝503 72-2656
ひがし内科クリニック みなべ町東本庄589-1 74-3269
高城診療所 みなべ町広野2-2 75-2005
辻村外科 みなべ町東吉田282 72-2522
浜口医院 みなべ町芝669 72-5286
堅田歯科医院 みなべ町芝506-5 72-3001
南歯科医院 みなべ町芝446 72-2379
岩崎歯科クリニック みなべ町芝441-9 72-4371
ヒロセ歯科医院 みなべ町気佐藤395-6 72-5858

② 近隣の小児科
医療機関名 住　所 電　話

赤ちゃんとこどものクリニックBe 田辺市たきない32-6 33-7819
うえはら小児科 田辺市朝日ヶ丘16-32 26-6000
ふくはらこどもクリニック 田辺市朝日ヶ丘13-24 33-7711
山本小児科医院 田辺市湊736-5 24-7617

③ 総合病院（休日・夜間に診てもらえる病院）
医療機関名 住　所 電　話

紀南病院 田辺市新庄町46-70 22-5000
南和歌山医療センター 田辺市たきない27-1 26-7050
田辺中央病院 田辺市南新町147 24-5333
玉置病院 田辺市上屋敷2-5-1 22-6028
白浜はまゆう病院 白浜町1447 43-6200
田辺広域休日急患診療所 田辺市高雄1-23-1 26-4909

④ 近隣の助産院
医療機関名 住　所 電　話

福助産院 田辺市明洋2丁目10-36 25-5193
ちひろ助産院 田辺市朝日ヶ丘3-20 22-1138
新生助産所 上富田町市ノ瀬2256-15 49-0667

10．医療機関一覧表
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届
出
・
相
談
窓
口

❶
保健福祉センター「ふれ愛センター」
子育て推進課「Tetote」（保育所・こど
も園相談窓口）

保
育
所
・
こ
ど
も
園

❽ みなべ愛之園こども園
❾ 上南部こども園
� 高城こども園

❷ みなべ町役場（各種届出窓口）　 � 清川保育所（休所中）
❸ 生涯学習センター（教育委員会・学童保育所）

遊
び
の
広
場
公
園
な
ど

❶ プレイパーティールーム（ふれ愛センター内）

学
校

� 南部小学校 � 清川小学校
❸ こひつじランド（生涯学習センター内） � 岩代小学校 � 南部中学校
❹ あいあいルーム（社会福祉センター「はあと館」内） � 上南部小学校 � 上南部中学校
❺ ゆめよみ館（図書館）❻ 小目津公園 � 高城小学校 � 高城中学校
❼ ゆめはぐ館（子育て交流施設）

子育て支援施設マップ 家庭教育で大切にしてほしいこと

興
味
・
関
心
学
び
に
向
か
う
力

体験を通して様々なことに
興味・関心をもちましょう

□自然物に触れて遊ぶ（土、砂、水、木、花、虫など）

□興味・関心をもったことにじっくりと取り組む

遊びや生活の中で、
文字や数の感覚を豊かに
しましょう

□親子で絵本に親しむ時間をもつ（読み聞かせ）

□遊びや生活の中で、数や文字に興味をもつ

子どもの思いや考えを
大切にしましょう

□その子の表現方法を大切にする
　（つくる、かく、歌う、踊る等）

□自分の思いを家族や友だちに話す

人
と
関
わ
る
力

きまりや約束を
守りましょう

□兄弟姉妹や友達等、複数の人と遊び、相手の気持ちを
考える（我慢、ルール、折り合いをつける）

□家庭でのきまりや約束を守る

□してよいこと、悪いことが分かる

挨拶や返事の習慣を
身につけましょう

□「おはよう」「いただきます」
　「ありがとう」等のあいさつをする

家庭の触れ合いを
大切にしましょう

□食事を共にする等、今日の出来事を話す場をもつ

□家族の一員として、その子にあった仕事（手伝い）を決
める

□家族で同じ遊び（カルタ、あやとり、折り紙、縄跳び等）
を楽しむ

生
活
す
る
力

自分のことは
自分でしましょう

□衣服の脱ぎ着をし、脱いだものをたたむ、脱いだ靴を
揃える

□自分の持ち物や遊んだ物を決められた場所に片づける、
物を大切にする

□トイレ（和式・洋式両方）の使い方に慣れる

規則正しい生活リズムを
身に付けましょう

□早寝、早起き、朝ごはん、朝うんちの習慣を身に付
ける

健康で安全な生活を
心がけましょう

□手洗い、うがい、歯磨き等を習慣付ける

□交通ルールを知り、安全に気を付ける

□食べることを楽しみ、好き嫌いせず食べようとする
（色々な食材を料理に取り入れる）

□食事のマナーを身に付ける（おはしやお椀の持ち方等）

体を動かして遊びましょう
□戸外で元気に遊ぶ

□ゲームやテレビ・ビデオ等の
　視聴時間を決める

大人が
率先して挨拶
しましょう

メディアは、家族
の娯楽として上手
に利用しましょう

子どもの話しに
耳を傾けましょう



28

役場などのお問い合わせ先
内　容 担　当 電　話（0739）

子育て悩み相談

子育て推進課
“Tetote”

保健福祉センター内

☎　 33-7550
FAX 74-8013

一般不妊治療
母子健康手帳や妊婦健診
乳幼児健診
予防接種
出生届や住民登録、戸籍

住民福祉課 ☎　 72-2161
FAX 72-2191

子どもの医療費
国民健康保険
特別児童扶養手当
障がいに関すること

保育所 ・ こども園
（入園 ・ 保育料他）

子育て推進課 ☎　 33-7550
FAX 74-8013児童手当・児童扶養手当

ひとり親家庭に関すること

学童保育所（入所・保育料他）
教育委員会 ☎　 74-3134

FAX 74-3621
放課後ふれあいルーム

学校 教育委員会 ☎　 74-2191
FAX 74-2418

チャイルドシート・ 
ベビーバス貸出 みなべ町社会福祉協議会 ☎　 72-5611

FAX 72-5610

＊掲載内容に変更がある場合がございますので詳しくは直接お問い合わせ下さい。
＊「T

て と て
etote」とは「子育て世代包括支援センター」のことです。

みなべ町
令和6年発行

お問い合わせ先・相談窓口


